
告 示

�愛媛県告示第４３４号
障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第

２７条第１項の規定に基づき、障害者就業・生活支援センターを次の

とおり指定した。

平成２６年４月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称 社会福祉法人弘正会

２ 住所 八幡浜市五反田１番耕地７６番地３

３ 事務所の所在地 西予市宇和町卯之町５丁目２３４番地

４ 指定をした日 平成２６年４月１日

�������
�愛媛県告示第４３５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年４月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）エディオン松山本店

松山市宮西１丁目３－４４

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社エディオン

広島市中区紙屋町二丁目１番１８号

代表取締役 久保 允誉

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社エディオン

広島市中区紙屋町二丁目１番１８号

代表取締役 久保 允誉

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２６年１２月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

６，３１４．０４平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１１８台

イ 駐輪場の収容台数

３００台

ウ 荷さばき施設の面積

６３．０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

３１．１７立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後９時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後９時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２６年３月３１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示
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イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第４３７号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２６年４月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

大洲市 新谷の一部 平成２３年度から
平成２４年度まで

大洲市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２６年４月８日

�愛媛県告示第４３６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに東温市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年４月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ダイキ
ＥＸ重信

東温市野田三丁目１
番１３号 外 駐車場の位置及び収容台数 １２箇所 １３箇所 平成２６年

９月５日
平成２６年
３月２８日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

駐車場６～９、１１～
１２
午前８時から午後１０
時まで

駐車場６～９、１１～
１３
午前８時から午後１０
時まで

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 ２４箇所 ２５箇所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第４３８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年４月８日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第５６号

平成２６年３月２７日
伊予郡松前町大字西古泉字金子９０番５及び９０番９

新居浜市庄内町五丁目１３番７号

河 野 忠 文

愛 媛 県 報平成２６年４月８日 第２５６０号

２９４



監 査 公 表

�公表第８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２６年４月８日

愛媛県監査委員 岸 新

同 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

企 業 立 地 課 平成２５年８月８日

（監査の結果）

収入未済の企業立地促進事業費補助金返還金について、適切に債権管

理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １者 ３４，７９６，０００ 平成２４年度決算による

（措置の内容）

債務者のＡ社は、豚肉の差額関税脱税事件を起こし、国税当局の差押

えを受け、休眠状態となったため未収となっているものであるが、平成

２４年度中には返納がなされなかった。

今後も社長への定期的な訪問や税関との協議を続けるなど、鋭意、返

還金の回収に努めてまいりたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局 建 設 部 平成２５年７月９日

（監査の結果）

職員（１名）の住居手当について、支給要件の喪失に伴う手続を怠っ

ていたため、計２３０，５００円（平成１９年１１月から平成２５年４月までの６６か

月分）が過支給となっていた。

（措置の内容）

住宅手当の要件を満たさないことを確認したため、平成１９年１１月に遡

り住居手当認定取消手続を行った。

過支給となった２３０，５００円のうち、２１，０００円（平成１９年１１月から平成

２０年４月まで）は時効が成立、２０６，５００円は本人から返還、３，０００円は電

算処理により戻入を行っている。

今後は、手当の認定について、要件等を十分に留意のうえ、遺漏のな

いよう事務処理に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局 総 務 企 画 部 平成２５年７月２４日

（監査の結果）

県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き

努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ５０３，０５７，４２５ １，６６６，８７６，１１９ ２，１６９，９３３，５４４
金額は各
年度の決
算による

２３年度 ５９６，１１２，２４９ １，６０９，４８５，６８０ ２，２０５，５９７，９２９

差引増減 △９３，０５４，８２４ ５７，３９０，４３９ △３５，６６４，３８５

（措置の内容）

愛媛県徴収確保対策本部において滞納整理方針及び数値目標を策定し、

計画的な滞納整理を進めている。

滞納に対しては、早期の財産調査と速やかな滞納処分を行うこととし、

色付き封筒（黄・赤）による一斉文書催告、預貯金・生命保険等の債権

差押のほか、タイヤロックを活用した自動車差押、捜索、インターネッ

ト公売による換価処分など厳正な滞納処分を実施している。生活困窮者

や差押さえるべき財産がない者については、早期に執行停止を見極める

こととしている。

また、滞納額・件数が多い自動車税については、自動車税納期内納付

キャンペーン（街頭啓発等）の実施や、納税者の利便を図るためのコン

ビニ収納の導入により納期内自主納税を推進するとともに、自動車税グ

ループを設置して自動車税の滞納案件を集約し、滞納整理の効率化を図

っている。

さらに、平成２４年度からは、愛媛県特別滞納整理班を設置して、各地

方局・支局がそれぞれ担当していた滞納案件のうち、容易に財産を発見

できない徴収困難案件と煩雑な事務を伴う公売案件を集約し、効果的か

つ効率的な滞納整理に取り組んでいる。

今後も、税負担の公平性と県税収入の確保を図るため、納期内納付の

促進と収入未済額の縮減に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 産 業 経 済 部
平成２５年７月１６日、
平成２５年７月２６日

（監査の結果）

１ 職員（１名）の通勤手当について、交通用具使用距離に係る認定の

誤りにより、計１２０，０００円（平成２１年４月から平成２５年３月までの４８

か月分）が過支給となっていた。

２ 賠償金（公用車事故に伴うもの。）について、適切に債権管理され

たい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２２年度 １者 １９１，７７５ 平成２４年度決算による

（措置の内容）

１ 直ちに、返納処理を行い、収納した。

通勤届のエクセル様式では、自宅から駅、駅から庁舎の距離が合計

２�以上であれば交通用具分の手当が加算されるため、余白に、それ

ぞれ１．０�以上必要である旨記載し、申請者、庶務担当者が確認でき

るようにした。

２ 愛媛県債権管理マニュアルに基づき、平成２３年４月６日から毎週催

告（電話・訪問・文書）を行った結果、計４８回の分割納付を認め、平

成２４年３月２７日に第１回目の分割金５，０００円が納付された。

その後、平成２４年１２月末までの納付（１０回目）を確認しているが、

平成２５年１月以降の納入がないので、毎月納入通知書を送付するとと

もに、電話・訪問により催告している。

愛 媛 県 報平成２６年４月８日 第２５６０号

２９５



監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 央 児 童 相 談 所 平成２５年４月１９日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ５，９８９，５００ ２６，６４３，１２０ ３２，６３２，６２０

金額は各年度
の決算による２３年度 ５，６８４，９６０ ２９，４８２，４８３ ３５，１６７，４４３

差引増減 ３０４，５４０ △２，８３９，３６３ △２，５３４，８２３

（措置の内容）

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措置

の際に負担金の制度を十分説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、平成１５年度に制定した「児童福

祉施設入所負担金徴収マニュアル」に基づき、所内に滞納整理班を設け、

四半期ごとに徴収会議を開催するほか、個別滞納整理表の作成により未

納者の状況把握と徴収可能な債務者の選別をし、臨戸訪問等による重点

的な滞納整理に努めた。

今後とも、保護者との連絡を密にし、収入の確保に努めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成２４年１２月３１
日現在

平成２５年度への
繰越額（平成２４
年度末現在）

平成２５年１２月３１
日現在

平成２４年度分 ４，９９４，２９０ ５，９８９，５００ ５，９１０，９００

滞納繰越分 ３４，８７８，３５３ ２６，６４３，１２０ ２０，９２０，５１０

計 � ３９，８７２，６４３ ３２，６３２，６２０ ２６，８３１，４１０

平成２５年度分� ― ― ４，４３５，４２０

合計（�＋�） ３９，８７２，６４３ ３２，６３２，６２０ ３１，２６６，８３０

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 児 童 相 談 所 平成２５年５月２１日

（監査の結果）

１ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 ２，４７８，１９０ ７，７１７，０３８ １０，１９５，２２８

金額は各年度
の決算による２３年度 ２，４１５，８８０ ６，１７２，７６８ ８，５８８，６４８

差引増減 ６２，３１０ １，５４４，２７０ １，６０６，５８０

２ 職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、当該車両

及び相手車両の毀損があり、県に多額の損害を与えた。

（措置の内容）

１ 児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措

置の際に負担金の制度を十分説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、督促状の送付をするとともに、

徴収会議において未納者の状況を把握し、電話催告、戸別訪問を実施

し、収入未済額の縮減に努めている。

今後とも、負担金の適時・適切な収入に留意するとともに、滞納繰

越分については、面接やケース訪問時を利用して保護者との連絡を密

にし、期限内納入の啓発に努めるとともに、効果的な督促を行い収入

の確保に努めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成２４年１２月３１
日現在

平成２５年度への
繰越額（平成２４
年度末現在）

平成２５年１２月３１
日現在

平成２４年度分 ２，１４１，０００ ２，４７８，１９０ ２，２１３，９８０

滞納繰越分 ７，９１１，１５８ ７，７１７，０３８ ７，２７７，６００

計 � １０，０５２，１５８ １０，１９５，２２８ ９，４９１，５８０

平成２５年度分� ― ― １，７１１，８３１

合計（�＋�） １０，０５２，１５８ １０，１９５，２２８ １１，２０３，４１１

２ 職員が公用車を運転する機会が多い職場であることから、平素より

運転者には交通法規の遵守、体調管理に万全を期すよう指導してい

るところであるが、今後このような事故が発生しないよう、なお一

層安全運転の徹底を促し、交通事故防止に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 児 童 相 談 所 平成２５年５月２２日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １，６３６，６２０ ２，９８８，７６０ ４，６２５，３８０

金額は各年度
の決算による２３年度 ８８８，９１０ ２，７８５，４７０ ３，６７４，３８０

差引増減 ７４７，７１０ ２０３，２９０ ９５１，０００

（措置の内容）

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措置

の際に負担金の制度を十分説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、督促状、催告書を送付をすると

ともに、徴収会議を四半期ごとに開催し、未納者の状況把握と徴収可能

な債務者の選別を実施、訪問又は電話による重点的な納入催告に努めた。

その結果、平成２５年度に繰り越した未収金４，６２５，３８０円のうち、平成

２５年１２月末現在４８，２２０円を収納した。

今後とも、負担金の適期収入に留意するとともに、滞納繰越分につい

ては、保護者との連絡を密にし、効果的な督促に努め、収入の確保に努

めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成２４年１２月３１
日現在

平成２５年度への
繰越額（平成２４
年度末現在）

平成２５年１２月３１
日現在

平成２４年度分 １，１６６，０６０ １，６３６，６２０ １，６２３，１２０

滞納繰越分 ３，２６２，５４０ ２，９８８，７６０ ２，６６２，４６０

計 � ４，４２８，６００ ４，６２５，３８０ ４，２８５，５８０

平成２５年度分� ― ― １，３９２，１８０

愛 媛 県 報平成２６年４月８日 第２５６０号
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�公表第９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２６年４月８日

合計（�＋�） ４，４２８，６００ ４，６２５，３８０ ５，６７７，７６０

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

子 ど も 療 育 セ ン タ ー 平成２５年５月１５日

（監査の結果）

子ども療育センター利用料金について、納期限内の収入確保と収入未

済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２４年度 １，０３５，０４７ ３，１１７，３７９ ４，１５２，４２６

金額は各年度
の決算による２３年度 ８９２，７１４ ２，９２２，７０３ ３，８１５，４１７

差引増減 １４２，３３３ １９４，６７６ ３３７，００９

（措置の内容）

子ども療育センター利用料金については、保護者等に対し、施設サー

ビス利用の契約締結の際に、利用料金自己負担の制度を十分説明するな

どして、納期限内の収入確保に努めた。

また、滞納となった者については、督促状・催告書の送付や電話催告

のほか、来所の機会（夜間・休日を含む。）や自宅訪問による直接面談

を行い、早期納入について指導するなど収入未済額の縮減に努めた。

今後とも、利用料金の適期収入に留意するとともに、収入未済額の縮

減については、保護者等との連絡を密にするなど、収入の確保に一層努

めたい。

区 分
収入未済額（円）

平成２５年度への繰越額
（平成２４年度末現在） 平成２５年１０月３１日現在

滞
納
繰
越
分

平成１８年度～
平成２３年度分 ３，１１７，３７９ ２，８７４，５４５

平成２４年度分 １，０３５，０４７ ９１６，２８７

計 � ４，１５２，４２６ ３，７９０，８３２

平成２５年度分� ― １，３８２，２１９

合計（�＋�） ４，１５２，４２６ ５，１７３，０５１

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

農 業 大 学 校 平成２５年５月２１日

（監査の結果）

収入未済の研修受講料（農家担い手支援塾）について、適切に債権管

理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２１年度 １者 ２０，０００ 平成２４年度決算による

（措置の内容）

平成２１年度の受講者１名について、未収金が生じ、これまで文書通知、

電話連絡、臨戸するなどして督促、催告を重ねているが、いまだ納入さ

れていない。引き続き、粘り強く催告し、収入の確保に努めてまいりた

い。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

農 林 水 産 研 究 所

平成２５年４月９日、
平成２５年４月１９日、
平成２５年５月２１日、
平成２５年５月２２日

（監査の結果）

花き研究指導室の車両系建設機械（１台）について、労働安全衛生法

第４５条に基づく特定自主検査を平成２３年４月から平成２４年１２月までの２０

か月の間、実施しないまま使用していた。

（措置の内容）

平成２３年４月に実施すべき年１回の特定自主検査を失念して実施して

なかったものであり、直ちに特定自主検査を実施した。

今後は、年１回の特定自主検査を失念しないように事務室に検査日を

掲示して、確実に実施するよう改善した。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 特 別 支 援 学 校 平成２５年１月１７日

（監査の結果）

生産品（サツマイモ）について、書面による意思決定の前に、販売委

託先への引渡しその他の処分をしていた。

（措置の内容）

速やかに「生産報告並びに処分及び分類変更伺」を作成し、校長決裁

を取った。

今後は、生産品を処分する場合、「生産報告並びに処分及び分類変更

伺」がきちんと作成されているか管理職が確認することにより、適正な

執行に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

新 居 浜 病 院 平成２５年６月７日

（監査の結果）

職員（１名）の通勤手当について、認定の誤りにより、計２００，９４７円

（平成２２年４月から平成２５年４月までの３７か月分）が過支給となってい

た。

（措置の内容）

高速道路通行料金の算定について誤りがあったことから、高速道路利

用で認定している職員全員の通勤手当額の計算誤りがないか確認を行っ

たうえ、該当職員に事情説明を行い、平成２２年４月～平成２５年４月分

（３７か月分）を戻入した。

今後は、高速道路通行料金の確認を徹底し、再発防止に努めたい。

愛 媛 県 報平成２６年４月８日 第２５６０号

２９７



愛媛県監査委員 岸 新

同 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

選定した特定の事件 公有財産（土地・建物を中心に）の有効活用について

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２５年３月１９日

監 査 対 象 機 関 総務部 管理局 総務管理課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○財産台帳と登記の照合、未登記物件の把握について

財産台帳の内容と現物の内容とが相違しているものがある。このため、台

帳の記載状況と実際の登記内容が異なっている可能性及び未登記物件が存在

している可能性がある。

財産台帳システムの土地内訳データで登記年月日不明のものが４８０件あり、

この中には愛媛県庁舎や今治庁舎など地籍の大きな物件も含まれている。記

載が正しい可能性もあるが、登記漏れや登記に従い台帳記載事項を修正しな

ければならない事項の存在についても否定できない。プライオリティを決め

て重要なものから順次調査し、登記誤り・登記漏れの有無を確認していくこ

とが必要である。

○未利用財産の一元管理の必要性について

愛媛県公有財産及び債権に関する事務取扱規則第１３条第２項によると、

「普通財産の管理責任は総務部長であり、ただし、知事において総務部長が

管理することを不適当と認める普通財産については、知事の指定する部局の

長が管理しなければならない」となっているが、現実には多くがこの「ただ

し書き」が適用されており、所管課の管理にとどめ置かれていて、規則の本

来の趣旨とは異なった状況になっている。

各部局の担当課長で構成される県有財産管理班会議において、遊休県有財

産の処分・管理が行われていることを考えると一括管理することはそれほど

困難であるとは思えない。総務管理課が公有財産に関する事務の総括を担い、

網羅的に処分可能資産を洗い出せる仕組みを構築して、全庁的観点に立った

遊休県有財産の処分・管理計画を策定すべきである。

将来的には一度外部の専門家等も交えたプロジェクトチームを結成して全

庁の各所管が所有する公有財産を調査して、未利用もしくは低利用の公有財

産を洗い出してみてはいかがであろうか。

現状のような財政の厳しい中では、多くの県有施設を効率的に管理・利活

用することが求められることから、ファシリティマネジメントの考え方に基

づき、県有施設の利活用に関する基本的な考え方や具体的な取組方策を定め、

全庁的な共通認識の下で利用調整を行い、県有施設の有効な利活用を推進す

ることが必要となっている中、総務部長のもとに一元管理すべきである。

○全庁的な耐震対応の取り組みの必要性について

庁舎及び公共上必要な建築物については、「愛媛県耐震改修促進計画」の

なかで平成２７年度末までには耐震化の目標を８０％とすることが定められてい

る。その、対策を行うに当たっては、耐震対策手法のほか、庁舎のあり方や、

必要な庁舎機能や規模等も合わせて広い見地で検討することが必要である。

ただし、県の現状は、各種施設の耐震化の管理はあくまでも各所管レベルで

行われている。

消防庁国民保護・防災部防災課『防災拠点となる公共施設等の耐震化推進

状況調査報告書』の数値と比較すると、県の公共建築物に対する耐震措置は

財産の異動等の際に、財産台帳と登記の内容を確認しており、これまでの

ところ登記誤りや登記漏れによる問題事案等は生じていないが、今後は、登

記年月日不明の物件について、必要に応じて登記内容を確認することといた

したい。

事務取扱規則第１３条第２項ただし書きによる「知事において総務部長が管

理することを不適当と認める普通財産」とは、

・処分するため行政財産の用途を廃止した普通財産

・特別会計に属する普通財産

・権利による制限又は特殊義務が付着しているもの。

・隣接地との境界が明確でないもの。

・登記登録が完備していないもの。

・登記簿上の地目と現況の地目とが一致していないもの。

・登記簿上の面積と実測面積とが一致していないもの。

・無断使用中のもの。

を指すが、上記に該当しない普通財産については、原則として総務部長に

引継いでおり、また、上記に該当する普通財産についても、所管部局におい

て、障害を除去した後、速やかに総務部長に引継いでいるところである。

なお、所管部局において管理している普通財産についても、現状等を総務

部で把握しており、現行の取扱いで特に問題はないと考える。

平成２４年１１月に設置した各部局の管理局長で構成する「県有財産管理推進

本部」において、県有財産全体に関する維持管理・有効活用・適正保有等の

全庁的な指針となる「県有財産管理の基本方針」を平成２５年１１月に策定した

が、今後は、この方針に基づき、県有財産の管理の最適化に向けた取組みを

進めることとしている。

なお、「県有財産管理推進本部」には、各部局主幹級職員で構成するプロ

ジェクトチームを設置しており、外部の専門家等を交えることについては、

今後必要に応じて検討したい。

県有施設の耐震化については、現在、全国最低レベルの県立学校耐震化を

最優先課題とし、平成２９年度までの完了を目指して全力で取組んでいるとこ

ろであり、現下の非常に厳しい財政状況を勘案すると、多くの県有施設につ

いて、直ちに耐震改修等の取組みを進めていくことは困難である。

今後の県有施設全般の耐震化については、平成２５年１１月に策定した「県有

財産管理の基本方針」を踏まえて、施設の防災上の重要度、老朽度、利用状

況などを基に、緊急度や県立学校の耐震化の進捗状況、県の財政状況等を総

合的に勘案しながら、着実に進めることとしている。

愛 媛 県 報平成２６年４月８日 第２５６０号
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遅れていると言わざるをえない。

愛媛県防災対策基本条例の第２１条では「事業者は、あらかじめ、その所有

し、占有し、又は管理する建築物及び工作物等の耐震性又は耐火性を確保す

るよう努めるとともに、応急的な措置に必要な資機材、食料、飲料水、医薬

品等を確保するよう努めるものとする。」と規定して事業者に耐震性等を求

めている。しかしながら県自らがその取り組みが十分でないのはどうしたこ

とであろうか。

東日本大震災以降防災の必要性が叫ばれ、「南海トラフの巨大地震に関す

る津波高、浸水域、被害想定」の発表や、耐震改修を義務化する方向性にあ

る中、全庁的な取り組みとして耐震化の優先順位をこれまで以上に高め、他

の経費の削減や遊休資産の売却、借入などの資金調達の方法についても多様

な選択肢の中から議論し、実施時期などに関しては全庁的な進行管理を行い、

耐震改修の促進を進めていくことが必要である。

○本庁舎及び地方庁舎における耐震対応の必要性について

県においては、第一別館については、県民環境部防災局が入っているなど

災害時の防災拠点として重要な施設であるとして優先的に耐震改修の取り組

みがなされているところではあるが、たとえば、第二別館については、震度

６強で崩壊する危険性がある状況であり、各地方局において拠点的役割を果

たすはずの地方庁舎については、耐震診断すらなされていない状況である。

このため、県民の生命、身体及び財産を災害から守るためにも、また県民

生活や地域の社会経済活動への影響を最小化するためにも、本庁舎及び地方

庁舎に関しては早急に耐震対応を実施することが必要である。

○老朽危険空き家の撤去等について

本県は南海トラフの巨大地震の影響も想定されている状況であり、耐震対

策等がなされていない物件が今後も放置されることは大いに問題であると言

わざるを得ない。危機の発生防止対策のためにも県民の安心・安全の観点か

ら早急に対策を検討する必要がある。

元大野原荘についてはアスベストの問題もあり、その観点からもこのまま

放置することは好ましいことではない。

○元防空監視哨所管換等について

現況を考慮すれば、もはや県警本部で管理する意味合いはないため、「普

通財産は原則として、総務部長が管轄する」と定められている公有財産及び

債権に関する取扱規則に抵触していると言わざるを得ない。このため特段の

理由がない以上総務管理課への所管換を行うべきである。

他自治体との間で無償貸付を行っている物件について、一元的に整理し、

交渉に臨んでいくことが望ましい。

○遊休地・公共施設等の有効活用について

何より大事なことは県が積極的に未利用県有財産を有効利用しようとする

意識である。「常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応

じて最も効率的に、これを運用しなければならない」と言うことを実践して

いく姿勢が必要である。

○元農業試験場本館建物について

使用実態を観察する限りでは、未利用物件とするのが相当である。書類備

品等の保管という目的であるならば、この地でこれを必ずしも行わなければ

ならない理由は見当たらず、県の保有するその他の施設にも空きスペースが

生じていることを考えれば、書類備品等の保管施設を他に移転しても差支え

はない。遊休県有地売却処分の基本方針に照らせば、元農業試験場本館建物

の敷地部分については、将来においても公用・公共用地として利用する見込

みがない土地として、売却処分を進めることが妥当である。

県有施設の耐震化については、現在、全国最低レベルの県立学校耐震化を

最優先課題とし、平成２９年度までの完了を目指して全力で取組んでいるとこ

ろであり、現下の非常に厳しい財政状況を勘案すると、多くの県有施設につ

いて、直ちに耐震改修等の取組みを進めていくことは困難である。

今後の県有施設全般の耐震化については、平成２５年１１月に策定した「県有

財産管理の基本方針」を踏まえて、施設の防災上の重要度、老朽度、利用状

況などを基に、緊急度や県立学校の耐震化の進捗状況、県の財政状況等を総

合的に勘案しながら、着実に進めることとしている。

老朽化した遊休建物については、防災上の観点からも、速やかに取壊すこ

とが適当であることは認識しているが、本県の財政状況を考えた場合、当面

の間、取壊しに係る予算を確保することは困難であるため、できる限り早期

に売払い等処分ができるよう努力してまいりたい。

平成２５年１０月１日付けで、警察本部から総務部に引継（所管換え）済。

今後、他自治体との間で貸付（有償・無償）を行っている財産を整理した

うえで、対応を検討することとしたい。

平成２４年１１月に設置した各部局の管理局長で構成する「県有財産管理推進

本部」において、県有財産全体に関する維持管理・有効活用・適正保有等の

全庁的な指針となる「県有財産管理の基本方針」を平成２５年１１月に策定した

が、今後は、この方針に基づき、県有財産の管理の最適化に向けた取組みを

進めることとしている。

元農業試験場本館敷地は、『愛媛県文化交流施設整備基本構想』の候補地

に含まれていることから、当該地単独での処分・利活用は困難であり、構想

の方向性が明らかになるまでの間は、現状のとおり暫定的な管理を行ってま

いりたい。

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２５年３月１９日

監 査 対 象 機 関 総務部 管理局 人事課 職員厚生室

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○離職者の住居確保のための職員住宅の活用について

離職者の住居確保のための職員住宅への入居募集については、月額４，０００

円という破格の入居料にもかかわらず、ここ３年間の利用者がゼロである。

離職者の住居確保については、県のホームページだけではなく、ハローワ

ークのホームページのＱ＆Ａでも案内されており、そこからリンクが貼られ
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現状、この制度の広報については、県のホームページの総務部管理局人事課

職員厚生室のページ上で行っているだけであり、そのページにこの制度があ

ることを知らなければこの利用は不可能であると思われる。現在ハローワー

クでも相談窓口や年５回の相談会において情報提供は行ってもらっているも

のの口頭によるだけである。そこで、離職者の住居確保のため及び職員住宅

の有効活用の一つとして行っているのであれば、パンフレット等を作成する

などして、このような制度があることを必要としている人間に周知させる等

の方法の検討をもっと考慮すべきであったと思われる。

単に制度を作るだけではなく、その制度を県民が必要に応じて利用できる

ようにといったところまで考えることが必要である。その意味で、ぜひとも

県には血の通った行政を期待したい。

○老朽危険空き家の撤去等について

本県は南海トラフの巨大地震の影響も想定されている状況であり、耐震対

策等がなされていない物件が今後も放置されることは大いに問題であると言

わざるを得ない。危機の発生防止対策のためにも県民の安心・安全の観点か

ら早急に対策を検討する必要がある。

ている厚生労働省のホームページにおいては、全国の公営住宅の空戸数を閲

覧できるほか、入居条件や問合せ先を確認できるようになっている。

このように、県のホームページ以外でも、離職者が本制度を知ることはで

きるため、あえて、県独自にパンフレットの作成等の新たな周知を行う必要

性は低いものと考える。

厳しい財政状況の中、老朽建物の撤去費用を確保することは困難であるが、

売却を担当する総務管理課と連携のうえ、費用対効果を踏まえながら、引き

続き早期売却のための条件整備に努めてまいりたい。

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２５年３月１９日

監 査 対 象 機 関 総務部 行財政改革局 税務課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○元農業試験場本館建物について

使用実態を観察する限りでは、未利用物件とするのが相当である。書類備

品等の保管という目的であるならば、この地でこれを必ずしも行わなければ

ならない理由は見当たらず、県の保有するその他の施設にも空きスペースが

生じていることを考えれば、書類備品等の保管施設を他に移転しても差支え

はない。遊休県有地売却処分の基本方針に照らせば、元農業試験場本館建物

の敷地部分については、将来においても公用・公共用地として利用する見込

みがない土地として、売却処分を進めることが妥当である。

元農業試験場本館建物は、書類備品等の保管場所として使用しているが、

当該敷地が『愛媛県文化交流施設整備基本構想』の候補地に含まれているこ

とから、当該地単独での処分・利活用は困難であり、構想の方向性が明らか

になるまでの間は、当該建物についても現状のとおり暫定的な管理を行って

まいりたい。

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２５年３月１９日

監 査 対 象 機 関 企画振興部 管理局 総合政策課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○愛媛県文化交流施設整備基本構想の取扱いについて

基本構想は、平成１５年８月の土地取得以降何らの進展も見られない。暫定

的な土地の利用と言うには、９年という歳月は余りに時間が経ち過ぎている。

また、この不安定な状況がいつ終わるのか、現時点でも明らかになっていな

い。よって、遊休県有地売却処分の基本方針に照らすなら、公用・公共用地

としての利用が見込めない物件として、売却処分を検討するのが妥当である。

また、「愛媛県の主な構想・計画・指針等一覧」から、基本構想を削除する

ことも必要である。

基本構想自体が果たして生きているのかどうか。県は、基本構想に対して

今一度旗幟を鮮明にする必要があるのではないか。基本構想が生きているの

なら、いつまでにどのようにして事業を推進していくかといった実行可能性

のある具体案を示し、行動に移していくことが必要である。その結果、公用・

公共用地としての利用が見込める土地としての主張も可能になる。

また、基本構想自体を取りやめ、全く新規に土地の利用方法を策定するの

も一つである。基本構想を実施するとなれば、多額の予算が必要になるし、

その実現にはかなりの困難を伴う。むしろ、ここ３年内くらいにどうしたい

かということを一から考え、その目的に沿った形で土地の利用を進めていく

ことが、新たな失われた９年を生み出さないために今求められているのでは

なかろうか。

よって、県が今果たすべきことは、①基本構想が生きているのかどうかに

ついて明らかにすることであり、②生きている場合は実行可能性のある具体

案を示し行動に移すことであり、③基本構想が生きていない場合は新たな利

用計画を策定するか処分を検討することである。ただ、いずれを取るにして

も、県は、新たな意思決定を広く県民に明らかにする必要があろう。県民文

化会館周辺地について、県が公明正大に今後の利用方法あるいは処分方法を

引き続き、社会情勢及び財政状況等を勘案しながら、県都の一等地にふさ

わしい利活用を検討する。
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明らかにすることが、今後の政策の執行の正当性を高めることになるであろ

うし、何より、県民の便益が長期に渡り損なわれてきたことへの果たすべき

責務であろうと思うからである。

○南町１丁目土地について

駐車場管理者と連携し、不法投棄だけでなく、不測の事態が起きないよう

に継続的に注意していくことが必要である。

駐車場管理者と協議し、平成２５年１０月に、不法投棄等を防止する管理柵を

設置している。

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２５年３月１９日

監 査 対 象 機 関 保健福祉部 生きがい推進局 障害福祉課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○遊休地・公共施設等の有効活用について（元松前清流園）

地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第８条（財産の管理及び運用）にお

いて「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その

所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。」と規

定されている。このため、これらの物件に関しては、当面自治体自身での活

用を検討していくことが必要と思われるが、その所有の目的に応じて最も効

率的に、これを運用出来ているとは到底考えられない。

元松前清流園は、旧重信清愛園の敷地内に整備された「しげのぶ清流園」

に移転したため廃止となった。

現在は建物も取り壊され更地になっており、「遊休県有地処分計画」とし

て県ＨＰの売却リストに掲載して情報公開するなどにより、売却を目指して

いたところ、平成２５年度に購入希望があり、一般競争入札を行った結果、落

札されたものの契約には至らなかった。

このため、再度、一般競争入札により、売却を目指すこととしている。

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２５年３月１９日

監 査 対 象 機 関 土木部 道路都市局 建築住宅課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○全庁的な耐震対応の取り組みの必要性について

庁舎及び公共上必要な建築物については、「愛媛県耐震改修促進計画」の

なかで平成２７年度末までには耐震化の目標を８０％とすることが定められてい

る。その、対策を行うに当たっては、耐震対策手法のほか、庁舎のあり方や、

必要な庁舎機能や規模等も合わせて広い見地で検討することが必要である。

ただし、県の現状は、各種施設の耐震化の管理はあくまでも各所管レベルで

行われている。

消防庁国民保護・防災部防災課『防災拠点となる公共施設等の耐震化推進

状況調査報告書』の数値と比較すると、県の公共建築物に対する耐震措置は

遅れていると言わざるをえない。

愛媛県防災対策基本条例の第２１条では「事業者は、あらかじめ、その所有

し、占有し、又は管理する建築物及び工作物等の耐震性又は耐火性を確保す

るよう努めるとともに、応急的な措置に必要な資機材、食料、飲料水、医薬

品等を確保するよう努めるものとする。」と規定して事業者に耐震性等を求

めている。しかしながら県自らがその取り組みが十分でないのはどうしたこ

とであろうか。

東日本大震災以降防災の必要性が叫ばれ、「南海トラフの巨大地震に関す

る津波高、浸水域、被害想定」の発表や、耐震改修を義務化する方向性にあ

る中、全庁的な取り組みとして耐震化の優先順位をこれまで以上に高め、他

の経費の削減や遊休資産の売却、借入などの資金調達の方法についても多様

な選択肢の中から議論し、実施時期などに関しては全庁的な進行管理を行い、

耐震改修の促進を進めていくことが必要である。

平成１９年３月に策定した「愛媛県耐震改修促進計画」については、建築物

の耐震改修の促進に関する法律（いわゆる「耐震改修促進法」）及び国の指

針に基づき、公共・民間問わず住宅や建築物の耐震化目標を定めている。

その計画の中で県有施設を含む公共的建築物についても、平成２７年度末時

点での学校、病院、庁舎などの耐震化率を８０％に引き上げることを目標にし

ている。

今般、県有財産についての設備投資（長寿命化や耐震化等を考慮した計画

的な修繕等）や施設運営に係る維持管理費の最小化等の効率的な運用につい

て、迅速かつ機動的に対応できるよう、総合的かつ一元的な体制を整備する

ことを目的として、県有財産管理推進本部、県有財産プロジェクトチームが

設置されており、耐震改修促進法を所管する立場として参加している。

また、施設管理者に対し、耐震改修促進法を所管する立場として、不特定

多数の者が利用する大規模建築物の耐震診断義務化など、耐震改修促進法の

改正内容と当課の対応方針を説明して所管施設の耐震化を促すなどの説明会

を平成２６年１月に行うなど、耐震化が促進されるよう対応を進めている。

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２５年３月１９日

監 査 対 象 機 関 警察本部

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

○警察署における耐震対応の必要性について

南予地域は、南海トラフ巨大地震が生じた際には、甚大な被害が生じるこ

とが予想される。このため宇和島警察署をはじめとする南予地域の警察署の

耐震化は非常に重要と考えられることから、「本庁舎及び地方庁舎における

耐震対応の必要性について」で記載したことと同様に愛媛県危機管理計画や

警察署庁舎は、災害対応の重要拠点となるもので、早期に耐震化を図るこ

とが必要であると認識している。このため、耐震診断結果等を踏まえ、耐震

化が必要な警察署庁舎を早期の建替え又は耐震改修実施に区分しているとこ

ろであるが、県は厳しい財政状況にあることから、平成２４年１１月に設置され
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愛媛県防災対策基本条例に定められていることを実行するためにも耐震対応

を早急に検討することが必要である。

○老朽危険空き家の撤去等について

本県は南海トラフ巨大地震の影響も想定されている状況であるため、当然

耐震対策等がなされていない物件が今後も放置されることは大いに問題であ

ると言わざるを得ない。財政が�迫していることは十分に理解できるが、危
機の発生防止対策のためにも県民の安心・安全の観点から早急に対策を検討

する必要がある。

○元防空監視哨所管換等について

戦前から県警で所管している物件であり、現況は小栗公園の一部となって

いる。小栗公園の大半部分は松山市が所有している関係で、土地は松山市へ

無償貸付を行っている。松山市とは、他にも互いに無償貸付を行っている物

件があり、無償貸付物件同士の交換を提案したが、合意に至らず、無償貸付

の状態が続いている。

現況を考慮すれば、もはや県警本部で管理する意味合いはないため、「普

通財産は原則として、総務部長が管轄する」と定められている公有財産及び

債権に関する取扱規則に抵触していると言わざるを得ない。このため特段の

理由がない以上総務管理課への所管換を行うべきである。

た「県有財産管理推進本部」での検討結果等を踏まえて、各庁舎の老朽度合

いや耐震強度に応じて、計画的に耐震化を進めていきたいと考えている。

老朽化した遊休建物については、防災上の観点からも、速やかに取壊すこ

とが適当であることは認識しているが、本県の財政状況を考えた場合、当面

の間、取壊しに係る予算を確保することは困難である。今後も知事部局との

連携を図りつつ、できる限り早期に売払い等処分ができるよう努力してまい

りたい。

平成２５年１０月１日付けで、総務部に引継（所管換え）済。

平成２６年４月８日 発行
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